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市
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
課
題

と
し
て
設
定
し
た
施
策
の
成
果
を

把
握
す
る
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん

　

難
病
疾
患
の
啓
発
お
よ
び
支
援

の
た
め
に
活
動
す
る
当
事
者
団
体

　

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
実

施
し
て
い
る
都
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
の
利
用
者
負
担
が
、
変
更
に
な

り
ま
す
。

変

更

内

容

　

利
用
者
負
担
が
、
応
能
負
担
か

ら
定
率
負
担
（
１
泊
８
０
０
０
円

の
１
割
）
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
軽
減
措
置
と
し
て
、
利
用

者
世
帯
の
当
該
年
度
（
４
月
～
９

月
の
利
用
は
前
年
度
）
の
市
民
税

が
非
課
税
の
場
合
は
半
額
を
、
生

活
保
護
受
給
世
帯
は
全
額
を
免
除

し
ま
す
（
下
表
参
照
）。
ま
た
、　
１８

歳
以
上
の
方
は
本
人
お
よ
び
配
偶

者
の
み
の
課
税
状
況
で
算
定
し
ま

す
。

　

※
食
費
等
の
実
費
負
担
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　

利
用
基
準
や
利
用
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
変
更
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
変
更
日
】
４
月
１
日

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
地
域
支

援
係
緯
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

等
に
対
し
て
、
活
動
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。
ぜ

ひ
応
募
し
て
く
だ

さ
い
。

　
【
対
象
】難
病
疾

患
の
当
事
者
団
体

等
（
対
象
団
体
は
一
団
体
）

　

申
し
込
み
と
詳
し
く
は
、
４
月

　

日
（
月
）
ま
で
に
障
害
福
祉
課

２０地
域
支
援
係
緯
４
７
０
・
７
７
４

７
へ
。

　

満　

歳
以
上
の
都
民
の
皆
さ
ん

７０

は
、
申
し
込
み
に
よ
り
、
都
バ
ス
、

都
営
地
下
鉄
、
都
電
、
都
内
民
営

バ
ス
を
利
用
で
き
る
「
東
京
都
シ

ル
バ
ー
パ
ス
」
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

有
効
期
限
は
発
行
日
～
９
月　

日
３０

で
す
。

申
し
込
み
方
法

　

費
用
と
書
類
を
持
参
の
上
、
最

寄
り
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
取
り
扱
い

バ
ス
営
業
所
等
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

費
用
・
持
ち
物

◎
本
人
の
市
民
税
が
課
税
の
方

　
【
費
用
】
１
万
２
５
５
円
（
４
月

～
９
月
発
行
分
）

　
【
持
ち
物
】保
険
証
ま
た
は
運
転

免
許
証
な
ど
、
住
所
・
氏
名
・
生

年
月
日
が
確
認
で
き
る
本
人
確
認

書
類

◎
本
人
の　

年
度
市
民
税
が
非
課

２０

税
の
方

　
【
費
用
】
１
０
０
０
円

　
【
持
ち
物
】①
保
険
証
ま
た
は
運

転
免
許
証
な
ど
、
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
本
人
確

認
書
類
②「
介
護
保
険
料
納
入（
決

定
）
通
知
書
（
所
得
段
階
区
分
欄

に
非
課
税
の
段
階
が
記
載
さ
れ
た

も
の
。　

年
度
分
の
通
知
は
所
得

２０

段
階
区
分
が
１
～
４
の
い
ず
れ
か

の
段
階
の
も
の
が
非
課
税
で
す
）」、

「
住
民
税
非
課
税
証
明
書
」
ま
た

は
「
生
活
保
護
受
給
証
明
書
」
の

い
ず
れ
か

◎
本
人
の　

年
度
市
民
税
は
課
税

２０

だ
が
、　

年
度
市
民
税
は
非
課
税

１７

の
方

　
【
費
用
】
税
制
改
正
に
伴
う
「
経

過
措
置
」
と
し
て
、　

年
度
は
１

２１

０
０
０
円
で
発
行

　
【
持
ち
物
】①
保
険
証
ま
た
は
運

転
免
許
証
な
ど
、
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
本
人
確

認
書
類
②
「　

年
度
介
護
保
険
料

１７

納
入
（
決
定
）
通
知
書
の
所
得
段

階
区
分
欄
に
１
～
３
の
い
ず
れ
か

の
段
階
が
記
載
さ
れ
た
も
の
（　
１７

年
度
市
民
税
は
非
課
税
と
な
り
ま

す
）」
ま
た
は
「　

年
度
住
民
税
非

１７

課
税
証
明
書
」

申

込

時

期

　

満　

歳
に
な
る
月
の
初
日
か
ら

７０

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
社
団
法
人
東
京
バ
ス

協
会
・
シ
ル
バ
ー
パ
ス
専
用
電
話

緯　

・
５
３
０
８
・
６
９
５
０

０３
（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
。土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
ま
た
は

都
シ
ル
バ
ー
バ
ス
市
内
取
り
扱
い

窓
口
（
西
武
バ
ス
株
式
会
社
滝
山

営
業
所
緯
４
７
４
・
２
５
２
５〈
午

前
９
時
～
午
後
５
時
〉
お
よ
び
同

社
東
久
留
米
駅
案
内
所
緯
４
７

２
・
９
０
６
１
〈
午
前　

時
～
午

１０

後
５
時
〉）
へ
。

の
声
を
お
聞
き
す
る
「
東
久
留
米

市
施
策
成
果
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

を
、
４
月　

日
（
日
）
ま
で
実
施

１９

し
ま
す
。

　

調
査
は
、
市
に
住
民
登
録
さ
れ

て
い
る　

歳
以
上
の
方
の
中
か
ら

２０

無
作
為
に
２
０
０
０
人
を
抽
出
し
、

郵
送
で
調
査
票
を
送
付
し
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
７
月
に
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し
ま
す
。
調
査

票
が
届
い
た
方
は
、
ぜ
ひ
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
企
画
調
整
課
行
財
政

改
革
担
当
緯
４
７
０
・
７
７
０
２

へ
。

難病疾患啓発活動
に対する補助金を
交付します

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年
金
資
格
係
緯
４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。

会
社
を
退
職
、
ま
た
は

会
社
に
就
職
し
た
ら
国

民
健
康
保
険
の
加
入
・

喪
失
の
手
続
き
を

　

市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
会
社
の

健
康
保
険
等
に
加
入
し
て
い
な
い

方
は
、
国
民
健
康
保
険
に
必
ず
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

会
社
を
退
職
し
て
会
社
の
健
康

保
険
を
脱
退
し
た
と
き
、
ま
た
は

会
社
に
就
職
し
て
会
社
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
と
き
に
は
、
国
民

健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ

ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
保
加
入
・
喪
失
・
変
更
す
る

の
に
必
要
な
も
の
は
、
下
表
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

会
社
の
健
康
保
険
に 

入
れ
ま
せ
ん
か

　

会
社
や
工
場
等
の
法
人
に
勤
務

さ
れ
て
い
る
方
や
そ
の
家
族
の
方

は
、
会
社
の
健
康
保
険
や
厚
生
年

金
等
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付

け
さ
れ
て
い
て
、
病
気
や
け
が
を

し
た
と
き
に
は
必
要
な
保
険
給
付

が
行
な
わ
れ
、
生
活
を
安
定
さ
せ

る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
方
は
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
、

勤
務
日
数
・
時
間
が
一
般
の
従
業

員
の
４
分
の
３
以
上
あ
る
場
合
は
、

会
社
の
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
個
人
事
業
所
で
従
業
員

が
５
人
以
上
い
る
場
合
も
同
様
で

す
。

　

会
社
の
健
康
保
険
へ
の
加
入
に

つ
い
て
は
、
職
場
の
担
当
者
や
管

轄
の
社
会
保
険
事
務
所
等
へ
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　

※「
法
人
｣
と
は
＝
公
・
私
法
人
、

営
利
法
人
や
公
益
法
人
、
社
団
法

人
、
財
団
法
人
を
問
い
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
は
、
商
法
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
会
社
で
、
社
会
福
祉
法
人
、

医
療
法
人
、
学
校
法
人
等
の
特
殊

法
人
や
公
法
人
で
あ
る
都
道
府
県
、

市
区
町
村
の
地
方
公
共
団
体
も
含

ま
れ
ま
す
。

都型ショートステイ利用者負担

利用者負担
（１泊）軽減措置世帯区分

８００円－市民税課税世帯　

４００円半　額市民税非課税世帯

０円全　額生活保護受給世帯

　

聴
覚
障
害
者
へ
の
理
解
を
深
め
、

手
話
通
訳
者
を
目
指
す
こ
と
を
目

的
と
し
た
手
話
講
習
会
で
す
。
年

間
を
通
し
て
受
講
で
き
る
方
を
募

集
し
ま
す
。

　
【
講
習
日
時
】
①
入
門
（
初
級
）・

基
礎
（
中
級
）
＝
５
月　

日
～　

１８

２２

年
２
月
の
毎
週
月
曜
日
②
応
用

（
上
級
）・
実
践
（
通
訳
養
成
ク
ラ

ス
）
＝
５
月　

日
～　

年
２
月
の

１６

２２

毎
週
土
曜
日
。
時
間
は
い
ず
れ
も

午
前　

時
～
正
午

１０

　
【
会
場
】
市
役
所
７
階
会
議
室

　
【
費
用
】無
料
。
テ
キ
ス
ト
代
等

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　
【
応
募
資
格
】
①
は
市
内
在
住
・

在
勤
の
方
、
②
は
市
内
在
住
の
方

　
【
募
集
人
数
】
入
門　

人
、
基
礎

５０

　

人
、
応
用　

人
、
実
践　

人

３０

２０

１５

（
入
門
・
基
礎
は
応
募
多
数
の
場

合
は
抽
選
、
応
用
・
実
践
は
試
験

に
よ
り
決
定
し
ま
す
）

　

申
し
込
み
は
４
月　

日
（
月
）

１３

ま
で
に
（
必
着
）、
往
復
は
が
き
に

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・

希
望
コ
ー
ス
・
手
話
経
験
を
記
入

の
上
（
在
勤
の
方
は
勤
務
先
の
住

所
も
書
い
て
）、〒
２
０
３
―
８
５

５
５
、
市
役
所
障
害
福
祉
課
「
手

話
講
習
会
募
集
係
」
あ
て
に
郵
送

を
。

　

※
昨
年
度
の
修
了
者
で
、
上
の

ク
ラ
ス
を
希
望
す
る
場
合
も
必
ず

申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
応

用
・
実
践
ク
ラ
ス
に
進
む
た
め
に

は
試
験
が
あ
り
ま
す
。
試
験
日
は
、

応
用
が
４
月　

日
（
土
）
の
午
前
、

２５

実
践
が
４
月　

日
（
土
）
の
午
後

２５

で
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
福
祉
支
援
係
緯

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

手話講習手話講習会会
受講者募受講者募集集

《 各 種 問 い 合 わ せ 先 》
●社会保険（健康保険、厚生年金）に関する
こと
　武蔵野社会保険事務所緯０４２２・５６・１４１１
●労働基準・労災に関すること
　三鷹労働基準監督署緯０４２２・４８・１１６１

都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都
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バババババババババババババババババババババ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
ススススススススススススススススススススス

都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
をををををををををををををををををををををを

発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発
行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
ししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままま

　
　
　
　

発
行
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

お早めに申し込みお早めに申し込みをを

加入・喪失・変更の際に必要な書類等 手続きが必要なとき
他の市区町村の転出証明書、印鑑（認め印）市に転入してきたとき

国
保
に
入
る
場
合

職場の健康保険をやめた証明書（資格喪失証
明書等）、印鑑（認め印）、被保険者証（世帯
主に変更があるとき）

会社の健康保険をやめたとき

被扶養者からはずれた証明書、印鑑（認め印）、
被保険者証（世帯主に変更があるとき）

会社の健康保険の被扶養者からはずれ
たとき

被保険者証、母子健康手帳、世帯主名義口座
番号の分かるもの、印鑑（認め印）子どもが生まれたとき

生活保護廃止決定通知、印鑑（認め印）生活保護を廃止するようになったとき
被保険者証、印鑑（認め印）市から転出するとき国

保
を
や
め
る
場
合

国保と会社の両方の被保険者証、印鑑（認め
印）

会社の健康保険に入ったとき、また、被
扶養者になったとき

被保険者証、喪主であることが確認できるも
の（会葬御礼のはがき等）、喪主の口座番号
が分かるもの、印鑑（認め印）

死亡したとき

生活保護開始決定通知、印鑑（認め印）生活保護を受けるようになったとき
被保険者証、年金証書、印鑑（認め印）退職者医療制度の対象になったとき

そ
の
他
の
変
更

被保険者証、印鑑（認め印）

退職者医療制度の対象でなくなったと
き▼市内で住所が変わったとき▼世帯
主や氏名が変わったとき▼世帯が分か
れたり、一緒になったとき

被保険者証、新住所の住民票、在学証明書、
印鑑（認め印）修学のため別に住所を定めるとき

窓口で再交付の申請が必要、印鑑（認め印）被保険者証を無くしたとき
※世帯主の自筆署名の場合、認め印は省略できます。

国民健康保険への加入・喪失・変更に必要な書類

ぜひご協力を
東久留米市施策
成果アンケート調査
を実施します

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
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険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

都
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

都
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
のの

利
用
者
負
担
が
変
更
に
な
り
ま

利
用
者
負
担
が
変
更
に
な
り
ま
すす

　

年
度
の
国
民
年
金

２１保
険
料
は
月
額
１
万

４
６
６
０
円
で
す

　
　

年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

２１
は
、
２
５
０
円
引
き
上
げ
ら
れ
、

月
額
１
万
４
６
６
０
円
と
な
り

ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
引
き
上

げ
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
に

対
応
し
、
制
度
の
安
定
を
図
る

た
め
で
、　

年
～　

年
度
の
間
、

１７

２９

年
度
ご
と
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ

が
あ
る
と
、
将
来
受
け
取
る
年

金
が
少
な
く

な
る
だ
け
で

な
く
、
年
金

が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料

は
必
ず
翌
月
の
納
期
ま
で
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　

年
度
の
年
金
額
は

２１
　

年
度
と
同
額
で
す

２０
　
　

年
度
の
年
金
額
（
国
民
年

２１
金
・
厚
生
年
金
）
は　

年
度
と

２０

同
額
に
な
り
、
金
額
は
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

●
老
齢
基
礎
年
金
額（
年
額
）

＝　

万
２
１
０
０
円

７９

　

●
障
害
基
礎
年
金
（
年
額
）

＝
一
級
が　

万
１
０
０
円
、
二

９９

級
が　

万
２
１
０
０
円

７９

　

●
遺
族
基
礎
年
金
（
年
額
）

＝　

万
２
１
０
０
円

７９

　

●
遺
族
基
礎
年
金
の
子
の
加

算
額
（
年
額
）
＝
第
一
子
・
第

二
子
が　

万
７
９
０
０
円
、
第

２２

三
子
以
降
が
７
万
５
９
０
０
円

　

国
民
年
金
保
険
料
や
年
金
額

（
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
）
に

つ
い
て
詳
し
く
は
、
武
蔵
野
社

会
保
険
事
務
所
緯
０
４
２
２
・

　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都
シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシ
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
バババババババババババババババババババババ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
ススススススススススススススススススススス

都
シ
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バ
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パ
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発
行
し
ま
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